
長野県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則案について 

 

高 校 教 育 課 

 

１ 改正の理由 

在籍学校の所属する通学区内の高等学校を志願することを原則とするが、「長野

県公立高等学校入学者選抜に関する報告書」（平成 30年３月 15日提出）に示され

た、受検機会の公平性と選択の権利を保障する観点から、所属・隣接通学区以外

の高等学校の志願を可能とし、そのため所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

(1) 現行規則による「当該通学区に隣接する他の通学区内の高等学校」を「当該通

学区以外の通学区内の高等学校」に変更することにより、所属通学区以外の高等

学校の志願を可能とする。 

(2) 上記の変更により所属・隣接通学区以外の高等学校志願承認は不要のため、

「特別の事由のある者で、長野県教育委員会が承認したものには適用しない」を

削除する。 

 

３ 施行期日 

平成 31年４月１日 






